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令和８年度県産品ブランド価値向上業務委託公募型企画提案募集要領

１ 趣旨

静岡県は、多彩で高品質な県産農林水産物から厳選したものを認定する、「頂（いただ

き/しずおか食セレクション）」（以下、頂という。）を対象に、県産品のブランド力向上

と販路拡大に取り組んでいる。

そこで、県産農林水産物の主要市場である首都圏において、量販店で頂フェアを開催

し、消費者の「頂」認知度向上を通じて、県産農林水産物のブランド力の向上と販路拡

大を図り、県産品の継続的な取引による需要拡大に向けた成果検証を行うため、本募集

要領に基づき企画提案を募集する。

２ 募集開始 令和８年４月 23 日（木）に静岡県ホームページに掲載

３ 業務委託者

（１）業務委託者：静岡県知事 鈴木康友

（２）執行部署：静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号

電 話 054-221-3713 FAX 054-221-2698

メール marke@pref.shizuoka.lg.jp

４ 業務概要

（１）業務の名称

令和８年度県産品ブランド価値向上業務委託

（２）業務の内容

首都圏の量販店にて、頂フェアを開催するとともに、その成果を検証する業務（別

紙仕様書参照）

（３）業務委託期間

契約締結日から令和９年３月 25 日（木）まで

（４）委託限度額

総額 7,700,000 円（消費税及び地方消費税額を含む）※限度額を超えたものは失格

とする。

（５）委託費の支払方法

受託者は、委託業務完了検査合格後、静岡県に対して請求書を提出し、静岡県は請

求書に基づき委託費を支払う。

５ 企画提案参加資格

参加資格を有するものは、次のいずれにも該当するものとする。

（１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。
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（２）日本国内に本社を有していること。

（３）直近１年間において、都道府県税を滞納している者でないこと。

（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者

であること。

（５）会社法（平成 17 年法律第 86 号）による特別清算開始の申立がなされていない者で

あること。

（６）破産法（平成 16 年法律第 75 号）による破産手続開始の申立がなされていない者で

あること。

（７）銀行取引停止処分を受けていない者であること。

（８）次のアからキのいずれかにも該当しない者であること。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下

「法」という。）第２条第２号に該当する団体（以下「暴力団」という。）

イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等（法第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。

以下同じ。）である者

ウ 法人の役員等（法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外

の者をいう。）が暴力団員等である者

エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目

的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者

オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者

カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原

材料の購入契約その他の契約を締結している者

６ 企画提案参加方法

（１）スケジュール（予定）

ホームページによる募集開始 令和８年４月23日（木）

質問票の提出期限 令和８年５月18日（月）17時まで

質問票の回答 令和８年５月21日（木）

参加表明書の提出 令和８年５月26日（火）17時まで

企画提案書の提出期限 令和８年６月１日（月）17時まで

選定対象者の決定通知 令和８年６月３日（水）

選定委員会（プレゼンテーション） 令和８年６月９日（火）

選定結果の通知 令和８年６月11日（木）

※応募者の状況により変更する場合がある。
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（２）公募型企画提案募集要領等に関する質問の受付及び回答

質問事項がある場合は、所定の様式（様式１）により提出すること。

なお、下記に係る質問については受け付けない。

・ 電話や来訪による口頭での質問

・ 提案書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準についての質問

ア 提出期限

令和８年５月 18 日（月）17 時まで

イ 提出先

静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課

メール marke@pref.shizuoka.lg.jp

ウ 提出方法

メール

エ 回答

質問提出期限終了後に一括して、静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課

ホームページ「令和８年度県産品ブランド価値向上業務委託公募型企画提案募集に

ついて」内に公開する。

【掲載ページ】

https://www.pref.shizuoka.jp//kensei/nyusatsukobai/nyusatsukeizaisangyou/ 1082221 .html

（３）参加表明書の提出

参加を希望する場合は、参加表明書（様式２）を提出すること。なお、参加表明を

提出していない場合は、企画提案書を受け付けない。

ア 提出期限

令和８年５月 26 日（火）17 時まで

イ 提出先

静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課

メール marke@pref.shizuoka.lg.jp

電話 054-221-3713

ウ 提出方法

メール ※確実な受信確認のため、提出の際にお電話ください。

（４）企画提案書の提出

企画提案に応募する者は、以下の書類を提出すること。

提出物 内 容 様式 部数

① 企画提案書かがみ ・社印等の押印は不要 様式３ １

② 企 画 提 案 書

・ 様式４を、７（２）エに示す評価項目及
び評価基準を基に記載すること。

・ 企画提案書は日本産業規格A４用紙20ペ
ージ以内、カラー印刷とする。

様式４
２部と
データ

・ 選定委員会プレゼンテーション補足資料 任意
２部と
データ
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※ 上記「企画提案書」の内容については、契約候補者を選定するためのものであり提

案書どおりに実施するものではなく、県との協議により、実施内容を決定する。

※ 上記「見積書」内の経費等の金額については、市場価格等を十分精査し、適正な価

格となるよう調整することがある。

ア 提出期限

令和８年６月１日（月）17 時まで（必着）

イ 提出先

静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 県庁東館７階

電話：054-221-3713

メール marke@pref.shizuoka.lg.jp

ウ 提出方法

電子データを電子メールで送付の上、提出書類を直接持参又は郵送（郵送の場合

は「書留」とすること。）

※郵送の場合は、発送時にお電話ください。

※企画提案書受領後、１日以内に受領の連絡を致します。連絡がない場合は、お電

話ください。

（５）選定対象者の決定

ア 企画提案者が５者を超えた場合は、エの審査項目により書面審査し、評価点の高

い５者を選定委員会での選定対象とする。なお、評価点が同じ場合は、首都圏量販

店での消費者ニーズ分析調査の実績、量販店等でのフェア開催業務の実績の順に評

価点を比較し、順位付けを行う。上記で決定ができない場合には、首都圏量販店で

の消費者ニーズ分析調査、量販店等でのフェア開催業務の実績の順に実績件数が多

い方を上位とする。実績件数も同じ場合は、様式４に記載されている業務の内容を

勘案し、執行部署にて順位付けを行う。

イ 選定対象者に対しては、令和８年６月３日（水）までに選定通知書（様式５）を

電子メールにより通知する。

ウ 選定対象者に選定されなかった者（以下、非選定対象者という。）に対しては、令

和８年６月３日（水）までに選定されなかった旨と、その理由（非選定理由）を非

選定通知書（様式６）に記載し電子メールにより通知する。

③
参 加 資 格
確 認 書 類

・ 会社概要等（定款及び組織、沿革、事業
等会社の概要）

・ 直近１年間の納税証明書（本社所在地の
法人都道府県税）

任意 １

④ 見 積 書

・ 見積書には積算内容を詳細かつ具体的に
記載すること。

・ 仕様書に基づいた事業の実施に直接必要
となる経費（装飾施工料、旅費、通信運
搬費、消耗品費、保険料、事業実施のた
めの人件費等）とし、備品等財産の取得
に関わる経費は認めない。

任意 １
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エ 選定対象者の選定

（６）企画提案に際しての注意事項

ア 失格又は無効

以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる。

・提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合

・提出書類に虚偽の内容を記載した場合

・審査の公平性に影響を与える行為があった場合

・本要領に違反すると認められる場合

・その他担当者があらかじめ指示した事項に違反したとき

イ 著作権・特許権等に係る責任

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維

持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て応募者が負う。

ウ 複数提案の禁止

企画提案者は、複数案の企画提案書の提出はできない。

エ 返却等

提出書類は理由の如何を問わず返却しない。また、差し替え及び再提出は認めな

い。

オ 費用負担

企画提案書の作成、提出、選定委員会への出席など企画提案に要する経費等は、

すべて応募者の負担とする。

カ その他

企画提案者は企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容に同意したものと

する。提出された企画提案書等は、条例に基づく情報公開請求の対象となる。

７ 選定に係る事項

（１）選定委員会での選定方法

選定は、県が別に定める委員により組織された選定委員会が行う。

選定対象者によるプレゼンテーションの内容を確認し、競争性・透明性の確保に十分

に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を評価項目に基づいて評価、採

点し、審議の上、契約候補者を選定する。

審査項目
評価の着目点

配点
判断基準

業務実績

量販店等でのフェア開催業務の実績

・業務実績がわかる資料を添付(様式４)

①２件以上 ②１件 ③０件

① ３点

② １点

③ ０点

首都圏量販店での消費者ニーズ分析調査の実績

・調査実績がわかる資料を添付(様式４)

①２回以上 ②１回 ③０回

① ６点

② ２点

③ ０点
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（２）選定委員会

ア 日時、場所

日時：令和８年６月９日（火）14 時 00 分から

場所：Zoom を活用したオンライン選定委員会を想定

※詳細については、企画提案書の提出期限後、別途通知する。

イ 企画提案の所要時間

各提案者 20 分以内（説明８分以内、質疑応答 12 分以内）とする。

ウ 注意事項

ž 選定委員会（プレゼンテーション）では、様式４を用いること。必要に応じ

て、選定委員会プレゼンテーション補足資料として県へ提出した資料を用い

ることはできる。

ž 選定対象者は他の選定対象者のプレゼンテーションを傍聴することはできな

い。

ž 指定の時間に遅れた場合には、選定対象とはしない。

エ 評価項目及び評価基準

提案された事業内容について、下記の項目に基づき数値（得点）で評価し、予算

の範囲内において、最も得点の高い者を契約候補者として選定する。また選定結果

は、選定後、速やかに選定対象者に電子メールにより通知する。なお、選定委員会

において必要と認める評価項目を追加する場合がある。

※評価項目の「６ 社会的取組」は、該当の場合は１点、該当しない場合は０点とする。

評価項目 評価基準 配点

１ 実施体制
実施店舗や仕入れ先等の関係者と緊密に連絡調整を
とれる体制を整えているなど、今回の業務を遂行で
きる充分な実施体制があるか。

15

２ 開催量販店の選定
頂の認知度とブランド力向上の拠点としてふさわ
しく、継続的な取引による需要拡大が見込める開催
量販店の選定が提案されているか。

15

３ 企画力

開催店舗の

主体的な取組

開催店舗が主体的に取り組む内容は、頂ブランドの
認知度向上やブランド力向上を図るために、効果的
な提案がされているか。

15

インパクトのある

売場づくり

売場や装飾物等のデザインは、頂の認知度やブラン
ド力向上に繋がり、フェア開催が伝わりやすく統一
感のある提案がされているか。

15

消費者の購買意欲の醸成に繋がる効果的な提案が
されているか。 15

４ 成果把握
フェアの結果を踏まえた頂の認知度とブランド力向上の
成果検証（今後の販路開拓に向けたブランディング
への課題及びその改善策を含む）となっているか。

20

５ 経費見積りの妥当性 事業内容に見合った経費積算となっているか。 5

６ 社会的取組

パートナーシップ（PS）構築宣言※企業であるか。
（※サプライチェーン全体の共存共栄等の新たな
連携や下請け中小企業新工法に基づく基準の遵守
等に取り組む企業等の「宣言」を登録するもの）

1

計 101
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（３）選定結果の通知

選定結果は、選定通知書（様式５）又は非選定通知書（様式６）にて、全ての選定

対象者に令和８年６月 11 日（木）までに通知する。

（４）非選定結果に対する説明

非選定通知書を受け取った者は、通知の翌日から５日（土曜日及び日曜日を除く）

以内に書面（自由様式）により、非選定理由（選定結果に係る自社の評価）について

説明を求めることができる。

８ 契約方法

・契約候補者は、静岡県と協議し、委託業務に係る仕様を確定させた上で、契約を締

結する。仕様書の内容は、提案内容を基本とするが、契約候補者と県との協議によ

り最終的に決定する。

・契約候補者が正当な理由なく静岡県と契約を締結しないとき、又は協議が整わなか

ったときは、その選定を取り消すとともに、選定委員会で次点となった者と契約内

容についての協議を行った上で、契約を締結するものとする。

９ 留意事項

（１）委託先として選定した事業者を公表する。

（２）本委託業務の成果品の著作権の全ては、静岡県に帰属する。

（３）社会情勢の変動により、契約後に内容変更する場合がある。

10 問い合わせ先

静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課マーケティング企画班

〒420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 県庁東館７階

電話 054-221-3713 FAX 054-221-2698

メール marke@pref.shizuoka.lg.jp


